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教育民生委員会 会議録 

 

日 時  令和５年１２月８日（金曜日） 午前９時３６分～午前１０時４０分 

場 所  臼杵庁舎２階 第３委員会室 

 

出席委員の氏名 

  委 員 長 川辺  隆    副委員長 匹田久美子    委  員 甲斐  尊 

  委  員 安東 鉄男    委   員 河野  巧    委  員 吉岡  勲 

 

欠席委員の氏名 

  （ な し ） 

 

説明のため出席した者の職氏名 

政策監（市民担当  

兼福祉保健担当） 
柴田   監  税務課長 中尾  敬  

保険健康課長 川辺みさご  子ども子育て課長 尾本  浩  

環境課長 藤澤  清巳  教育次長兼教育総務課長 後藤 誠也  

学校教育課参事監 麻生 幸誠  その他関係職員   

 

出席した事務局職員の職氏名 

  書記  大井智香子 

 

傍聴者 

（ な し ） 

 

会議に付した事件及び審査結果 

  ＜審査議案＞ 

番  号 件               名 審査結果 

第６７号 臼杵市国民健康保険税条例の一部改正について 原案可決 

第６８号 臼杵市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 原案可決 

第７０号 工事請負契約の変更について 原案可決 

第７４号 物品購入契約の締結について 原案可決 
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午前９時３６分 開議 

 

○委員長（川辺 隆） 

 教育民生委員会をただいまから始めさせていただきます。これより議事に入ります。本委員

会に付託されました議案は４件であります。お手元の次第に沿って審査を行いたいと思います。

まず、税務課所管の第６７号議案 臼杵市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とい

たします。執行部の説明を求めます。 

◎税務課長（中尾 敬） 

（ 付議議案及び条例議案新旧対照表、配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

〇委員（河野 巧） 

国の制度に沿ってですので、特にはないですけど、臼杵市として例年であればどれぐらいの

対象者がいる。要は想定されますか。お願いします。 

◎税務課長（中尾 敬） 

河野委員のご質問にお答えいたします。対象ということですが、令和４年度を申し上げます

と、出産者を今回の軽減対象と仮定した場合には、対象者９名でした。そして、その対象者に

この措置を当てはめた場合の軽減額としましては、約９万５，０００円の額となります。以上

です。 

〇委員（河野 巧） 

やはり人数が気になるなというか、少子化の影響もあると思うんですけれども、分かる範囲

でいいんですけど、９万５，０００円がおおむね減額されるということですけれども、それに

伴う費用っていうのはどれぐらい事務費とかがかかるんですかね。これを入れることで、執行

部の中の担当課で大変になる。これをするソフトを改定したりとかは、特にそこはないのでし

ょうか。 

◎税務課長（中尾 敬） 

金額のほうは、ちょっとまだ分かりませんが、手計算をするわけにはいきませんので、シス

テムの改正と改定は必要となります。以上です。 

〇委員長（川辺 隆） 

他にありませんか。 

〇委員（安東鉄男） 

大体理解できたんですが、施行日 1 月 1 日ということですが、例えば、今月生まれた方も、

残り二月ぐらい対象になるんでしょうか。 
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◎税務課長（中尾 敬） 

対象日になりますが、先ほど言いました出産の単胎で説明させていただきますと、１か月前

から、そして期間が翌々月の４か月となります、施行日は１月１日ですので、出産日が１１月

の方から対象になります。以上です。 

○委員長（川辺 隆） 

安東委員よろしいでしょうか。 

（ 「はい」の声 ） 

○委員長（川辺 隆） 

他に質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第６７号議案については原案のとおり

可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（川辺 隆） 

異議なしと認めます。よって、第６７号議案については原案のとおり可決すべきものとして

決しました。以上で税務課所管の議案の審査を終わります。お疲れ様でした。休憩いたします。 

 

午前９時４７分 休憩 

 

午前９時４８分 再開 

 

○委員長（川辺 隆） 

再開いたします。 

次に、子ども子育て課所管の第６８号議案 臼杵市子ども医療費の助成に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

（ 付議議案及び条例議案新旧対照表、配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 
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〇委員（河野 巧） 

本当に拡充をしていただいてありがたいなと思いますが、その中で以前お話しがあったかと

思うんですけども、国民健康保険の特別会計の国庫負担金の部分で、いろいろ自治体ごとに基

準があって、それをするとペナルティが課されるとかいうのがあったと思うんですけども、そ

の点は、今回の範囲は除外されているんでしょうか。それともまだ、ペナルティの分をお支払

いしてこういう制度になったんでしょうかお願いします。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

河野委員の質問にお答えいたします。国民健康保険のいわゆるペナルティ、減額措置につい

ては、今、国のほうが未就学児までは、減額措置がなくなっています。それ以降はまだ減額措

置がございまして、国民健康保険の影響額はあります。金額のほうは、出しておりませんが、

影響額はあります。今、国のほうが子ども未来戦略方針で、そこの部分を高校生まで減額措置

をなくそうというような方向で検討しておりますので、これを速やかにしていただければ、そ

この部分がなくなるというふうには考えております。以上です。 

○委員長（川辺 隆） 

他にありませんか。 

○副委員長（匹田久美子） 

１８歳ということですから、さっきもご説明にあったように高校生はもちろん、もうすでに

働いているとか、引きこもりのような状態でずっと家にいるというような人もいるかもしれな

いですし、そういう人すべてが対象になるわけですよね。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

匹田副委員長の質問にお答えいたします。匹田副委員長がおっしゃるように、学生だけでは

なくても１８歳という年齢だけで対象にしようということにしておりますので、全ての方が対

象というふうになっております。県下の状況で言うと、そこが市町村によってまちまちで、学

生だけ対象にしている市町村もございますが、臼杵市としては、既に１８歳までの子どもを対

象にしようということで考えております。 

○委員長（川辺 隆） 

他にありませんか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第６８号議案については原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 
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○委員長（川辺 隆） 

異議なしと認めます。よって、第６８号議案については、原案のとおり可決すべきものとし

て決しました。以上で、子ども子育て課所管の議案の審査を終わります。お疲れ様でした。休

憩いたします。 

 

午前１０時０５分 休憩 

 

午前１０時０６分 再開 

 

○委員長（川辺 隆） 

再開いたします。 

次に、環境課所管の第７０号議案 工事請負契約の変更についてを議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

◎環境課長（藤澤清巳） 

（ 付議議案及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたします。 

〇委員（河野 巧） 

思ったより進んでいるなというのが、資料を見させてもらって思いました。若干心配なのは

工事請負の契約で、今、設計変更ということですけれども、芝がつくのかどうかっていうので、

また再度その辺の契約の変更というのが出る可能性っていうのは、今のところはもうない状況

というか、一応そのまま、令和６年の３月末には終わる工事でよろしいでしょうか。 

◎環境課長（藤澤清巳） 

河野議員のご質問にお答えいたします。今、飯田建設工業株式会社のほうで工事を行ってお

ります。また、この契約期間中に、今、言われたような芝に対するいろんな支障があれば、保

険に入っておりますので、そちらのほうで担保されます。オープン時期についてはまた後程、

別件で説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川辺 隆） 

他にありませんか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 
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○委員長（川辺 隆） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第７０号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（川辺 隆） 

異議なしと認めます。よって、第７０号議案については原案のとおり可決すべきものとして

決しました。以上で環境課所管の議案の審査を終わります。休憩します。 

 

午前１０時１５分 休憩 

 

午前１０時３０分 再開 

 

○委員長（川辺 隆） 

再開いたします。 

次に、学校教育課所管の第７４号議案 物品購入契約の締結についてを議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

◎学校教育課参事監（麻生幸誠） 

（ 付議議案及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

〇委員（河野 巧） 

契約金額の中に組み込まれているかどうかの質問ですけれども、資料の５番の納入期限の下

に絵が書いた車両があると思うんですけれども、ラッピング等はここに組み込まれているのか、

別になるのかお願いします。 

◎学校教育課参事監（麻生幸誠） 

河野委員のご質問にお答えします。ラッピングにつきましては、今、既存で更新しました４

台と同様にラッピングを施したいと考えております。その予算化につきましては、この納期よ

りも、今の状況ですと、早くなる可能性がちょっと薄いかなと考えております。昨年納入分も

そうだったんですが、土日だけでは、ちょっと期間的にラッピング加工ができないということ

で、春休みを利用して行いたいということであります。今の段階では、令和７年度の当初予算

に印刷製本費として計上させていただければと思っています。市内業者に同じように、お願い

できればと考えております。以上です。 

○委員長（川辺 隆） 

河野委員、よろしいですか。 

（ 「はい」の声 ） 



7 
 

○委員長（川辺 隆） 

他にございませんか。よろしいですか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（川辺 隆） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第７４号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（川辺 隆） 

異議なしと認めます。よって、第７４号議案については原案のとおり可決すべきものとして

決しました。 

以上で教育民生委員会に付託されました議案４件の審査を終了いたします。これをもちまし

て、教育民生委員会を閉会いたします。 

 

午前１０時４０分 閉会 

 

臼杵市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに記録を作成する。 

令和５年１２月８日 

 

臼杵市議会 

教育民生委員会委員長  川辺  隆 


